
 
網走市地場産品生産性向上設備整備事業補助金 

 

 

 

 

 

補助金の交付を受けることができる者は、網走市ふるさと寄附返礼品を提供する事業者又は返礼

品を提供する事業者となる見込みがある者のうち、次のすべてに該当する者とする 

 

 

 

補助対象経費の１０分の２以内（※千円未満切り捨て）・補助上限額１億円 

補助対象事業 補助対象経費   補助対象とならないもの 

補助対象者が行う地場産品の

加工等に必要な設備等の整備に

かかる事業 

 

補助対象となる経費は、消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税

額を減額した次に掲げる経費の 

合計が 500 千円以上のもの 

 

①地場産品の生産、加工に必要な

施設、設備の整備に要する経費 

②地場産品の生産、加工に必要な

機械器具等の購入に要する経費 

 

※ただし、他の補助制度により 

補助金等の交付を受ける場合は、

それらの補助金等を控除した額を

補助対象経費とする。 

■公租公課(消費税及び地方消費

税相当額等) 

■原材料及び消耗品の購入にか

かる経費 

■修理又は修繕にかかる経費 

■車両の購入費その他汎用性が

高く目的外で使用可能なもの

の費用 

■サービス・ソフトウェア等の加

盟登録料及び使用料 

■各種保証・保険料 

■人件費 

■損失補填 

■借入に伴う支払利息 

■不動産（土地）購入費及び賃借 

 料 

■振込手数料 

■飲食及び接待費 

■その他市長が不適切と認める 

経費 

◆補助金の額（補助率・補助上限額） 

◆補助対象者（以下の要件に全て該当する方） 

市内事業者の経営基盤の強化及び地域経済の好循環を図るため、地場産品の生産性向上に資する設備

等の整備を行うものに対して支援をします【令和５年度から９年度まで（５年間の期間限定事業）】。 

◆補助対象事業・補助対象経費 

(1) 市内に有する工場、営業所、事務所等において事業を行う者。 

(2) 市税を滞納していないこと。 

(3) 網走市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団関係事業者でないこと。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈事業認定申請に係る必要書類〉 

� 認定申請書（第 1 号様式）・事業計画書（別紙） 

� 製造工場等の図面（整備前と整備後の設備配置図） 

� 生産工程図 

� 設計図、カタログ等整備内容がわかる書類 

� 見積等整備費用がわかる書類 

� 法人にあっては、次の事項を記載した書類（法人以外にあっては、これに準ずるもの） 

① 登記事項証明書 

② 会社の沿革及び現況 

③ 最近 2 期の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書 

④ 定款 

� その他参考となるもの 
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◆事業認定申請から事業完了までの流れ 

◆補助事業の認定申請条件 

原則、補助金交付の決定を受けたその日の属する年度末までに完了が見込まれる事業であること。 
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◆問合せ・申請先 
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網走市役所商工労働課  

〒093-8555 網走市南 6 条東 4 丁目（西庁舎 2 階） 

電話：0152-67-5513 

ＨＰ：https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/soshiki/18/2420.html 
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※審査会：網走信用金庫、網走商工会議所、北海道中小企業団体中央会、網走市にて構成される組織 

※緊急その他やむを得ない理由により、補助金の交付決定前に事業に着手する場合は、交付決定前着

手届の提出が必要 
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